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社会資本と労働力流動化財政

一一新経済社会発展計画と労働力流動化政策

池 ト

1 i社会資本論」の提起した問題

( 91) 1 

惇

最近，財政学の立場から，貧困化法則の問題が改めて提起されるようになっ

てきた。それは，とくに現代の日本経済における公害問題の展開の中で，労働

者の生活基盤の破壊が(共同的消費手段の破壊という形で〕自にみえて進行するよ

うになったため，楽観的な貧困化否定論は，次第に説得力を失う tこいた η たと

いう現実の問題が大きく作用している ζ とは否定できない。

例えば宮本憲一助教授は，都市問題から出発して貧困化の法則をこの分野に

適用する必要性を力説しつつ，つぎのように述べている。

「社会的消費手段の絶対的相対的不足による都市労働者の生活困難は資本制

蓄積の一般的傾向としての貧困化〈あるいは窮乏化〉のー現象である。とれまで

の政治経済学では，貧困化の問題を実質賃金の低下あるいは実質賃金の労働力

の伺値以下への相対的な低落を中心に理論を構成してきた。また，貧困化を否

定する経済学者も，実質賃金の低下の傾向を統計的に否定することによって，

論証をおこなってきた。しかし，資本制蓄積の一般的傾向としての貧困化は，

それにかぎられるわけではない。それは失業の問題もふくんでいる。そして，

また，現代の資本主義社会に共通して深刻になり，最大の社会問題となりつつ

ある都市問題も，貧困化の重要な部分なのである。Jn

都市問題と，労働者の「作業場の外での」状態，賃金だけでなし住宅を同

じめ，彼の生存条件全般に目をむけること，の重要性は，この指摘以後，今日

1) 宮本憲一「社会資本論」有斐閣，昭和42年. 162へージ。
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では，とくにGNP第一主義に対する深刻な反省も手伝って，次第に一般的な

認識となりつつあるように恩われる。

新経済社会発展計画の改定にあたって，経済審議会会長，木川田一隆氏です

ら 「たしかにフローとしてのGNPにおいては経済大国の地位にあるが，し

かしストックとしての国富形成においてはどうかというと，未だとうてい欧米

の水準に遠く及ばず，その意味においては小国の域を出ていないといっても過

言ではない。」とし， rこの大国と小国の二面性を有するわが国の現状を深く認

識し， その実力相応の届際化を逐次展開していくことが肝要である。」むと述べ

ているほどである。

ここにいうストッグのうちでも， とくに「人間性豊かな経済社会をめざして」

という以上 r現代社会における人間の社会生存権ともいうべき生活の基本条

件を満たしうるような在会棄事を金備する」のことが何をさておいても必安なこ

とはいうまでもない。

乙りような点からみるならば，貧困化問題の論議にあたって，労働者の生存

条件を，作業場の外にまで延長して考え，単なる賃金水準の問題にとどまらず，

労働者の所有，または占有，あるいは利用する財産にまで立も入って考察する

ことが必要となり，この必要性については異論をさ Lはさむ余地はきわめてす

〈ない正考えられる。

貧困化の現代的形態として都市問題をつかんだ場合の第二の重要な理論的手

がかりは，社会的費用の負担関係に関する論議である。

資本による労働者の生活環境の破壊は，資本の再生産にとってすら必要な労

働者の共同的消費手段の回復，そのための回復費用の負担を誰がおこなうの

か? という問題を提起した。宮本助教授はこの点について，つぎのように指

摘する。

2) 木川匝一隆，新経済社会発展計画の意図， r経団連月報J1970年 5月号， 8へ ジ.また，阿
部喜三「日本の国富構造」至誠堂， 43年5月.147ページ， i日本の一人当たり園雷は酉欧の3分
自 lJを書照園

3) 向上.
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「社会的費用の負担は社会各層，競争力のよわい農民・中小企業，と〈に労

働者に，帰着する。 ー社会的費用の大部分は，すでにのべたように，資本制

蓄積の一般的傾向として生じた都市労働者の貧困化のあらわれであるのまた資

本主義の地域経済の発展の特有の現象である都市と農村の対立から生まれる農

民の貧困イじである。独占段階では社会的費用の負担は都市労働者のみならず，

中小企業や勤労市民をふくむ全市民や全農民のものにかわりつつあるが，これ

も独占段階の資本蓄積の諸結果とみるべきである。」の

ことには，社会的費用の分担関係の発展を通じて，具体的には，受益者負担

や，課税を通じての貧困化促進と拡大再生産への方向が示唆されており，資本

による共同的消費手段の破壊→社会的費用の増大→この費用の大衆的負担の拡

んによる貧困化の促進という定式化があたえられている。同時にこの定式化は，

財政資金の大衆的負担による動員と，貧困化の促進との関係を展開する緒口を

もあたえているといってよいであろう。

この貧困化に対する立ち入った評価を別にすれば，今日の経済政策もまた，

これら社会的費用の大衆的負担の意図をかくそうとはしていなし、。例えば，新

経済社会発展計画においては i計画が目ざすように，社会資本の整備や社会

保障の充実を通じて届民福祉の向上をはかるには，それに応じて費用負担もあ

る程度高まらざるをえなし、」島、指摘し i高福祉，高負担」への展望を述べよ

うと LてL、る。

財政危機が益々深刻の度を加えつつある現代では，財源の不足があり，税源，

財源開発のために，大衆課税，大衆負担拡大の法則がつらぬ〈限りこの傾向は

避けることができないであろう。

以上のように，資本蓄積による共同的消費手段の破壊七社会的費用の大衆

負担傾向による貧困化という二つの側面から貧困化と財政政策の関連をとらえ

るという理論的指針は，現実の経済過程を理解する場合，政策担当者たちです

4) 宮本，前掲書， 119-192ベ一山

日経済企画庁編「新経済社会発展計画」大蔵省印刷局，昭和45年， 20へ 凡
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j ら認めざるをえない現実を解明する上できわめて有効な役割を果たしたといっ

てよいであろう。

以上が，社会資本論を理論的指針とする貧困化法則研究の到達点を示すもの

である。この法則は，主として1960年代，所得培増計画における社会資本充実

政策批判の展開過程の中で発見きれて君主たものであったから，社会資本の概念

を明確にしつつ，社会的費用の分担関係との関連が財政問題としてはとくに重

視されたのは当然のことであった。

ところで， 1970年代にむけて，佐藤政府のいわゆる「人間本位」の施策なる

ものが展開され I経済社会発展計画」が登場する段階になって〈ると，社会

資本充実による大企業の資本蓄積援助，産業基盤整備，市場開発も依然として

重要な意味をもっ一方で I労働力そのものの生産J I労働力の移動J I供給

源の開発J I教育，訓練J r生存条件の把握」など，社会資本そのものから，

会働力ゐ生産え存生走毛のものに強調点が移行しつつあるようにみえる。社会

資本の問題も Iいわゆる人間本位」や I生涯教育」などの表現を通じて，

労働力の再生産と生産の全面にわたる管理と統制の問題と関連させて論じられ

るようになり，社会的費用白発生とそり負担四問題も，全体として白労働力統

制政策の一環として位置づけられるという傾向を示している。かか吾傾向は，

新経済社会発展計画ではますます顕著となり，その背景には，公害，物価，若

年労働力不足，社会的緊張の増大などの要因がありながら依然として，資本自

由化，対外援助拡大などの要請によって産業再編成を急がねばならない政府の

立場が反映されているとみるべ雪ではあろう。

しかし，このことによって，同時に労働力の管理と統制という見地から財政

をみなおしてゆき，労働者の生産 lと再生産という見地と，財政または財政政策

の関連を理論的に深めてゆく手がかりもまた，拡大されてきたのであって，小

論は，この課題を労働方流動化政策との関連を中心に理論的に把握しようと試

みたものであ否。
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いわゆる「人岡本位Jと労働力流動化政策I 

社会資本論を媒介とする財政と貧困化の相互関係についての問題提起十九、社

社会資本の財政資金による建設そのものがも会的費用の分担関係のみならず，

生活基たらす労働者の生産と再生産に及ぼす影響，社会資本が，産業基盤か，

とL、う問題をも同盤かによって労働者の再生産過程にいかなる影響があるか，

時に惹きおこしてくる。

交通，運輸手段の資本主義国家の財政手段による建設がy 都市と農村の対立

を発展させ，農民層の分解，労働力供給源泉の開発に貢献したことはいうまで

もないが，最近の経済計画は，社会資本建設と労働者の生産過程との関連を労

働力移動との関連でっかみ，これを l労働力流動化政策」として把握しようと

する傾向をつよめている。いわゆる高度成長がもたらした労働力不足対策とし

ての側面かふ財政問題を論じようとすれば，労働力供給源泉の開発と，労働力

移動の促進という見地からどのような社会資本の建設がのぞましいか，という

議論がでてくるのは当然であって，例えば，新経済社会発展計画においては，

「労働力の供給増勢の鈍化」を国際収支のゆとりと引きかえの「成長制約条

「労働力の流動化J"の必要を論じている。

労働力の有効活用化の中で，近代化投資による
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「作業場町中における省力化投資」

「作業場の外における労働力流動化政策」が，成長のために不可欠なものと，

として位置つけられているのである。新経済社会発員計画においては労働力の

流動化という項目で，その内容を「労働力供給の量約・質的変化にともない産

業構造や就業構造が変化する過程で，

なうことが従来にもま Lて重要になってきている。J"とし， 雇用情報処理の迅

速化，移転用宿舎の設置や貸与，職業転換援護措置の拡充，農業部門からの労

労働力の産業間・地域間移動を円滑に行

池上惇，国家独占資本6) 向上.84へ る九(また苦働力満動化政措甲現代的意義については，
主義と労働力統制. r経済研究」第21巻第3号参照。〕

7) 向上.41ページ。
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(勢力の流出などをあげている。

だが，資本の発展に応じた「従属変数」としての労働者の生産，再生産，移

動性こそが，ここで要請されている労働力の流事J化なのだとすれば，社会資本

の拡充との関連で，労働力流動化政策のもつ意味は，これだけにとどまらな

し、。

旧l経済社会発展計画」においては，労働力の流動化にあたって「低生産部門

(農業，中小企業など，なお熊谷報告では，公企業のうち能率の悪、、ものとして国鉄など

もあげている 引用者〉の近代化や産業体制の整備」をあわせて述べており，

「公共機関による技能，職務などの評価に関する制度の確立J r企業の雇用管

理，賃金休系の近代化J r能力と職種を中心左する近代的労働市場の形成」

「婦人労働力の利用 I(家庭と職場の二重自責任にまで言及してある) r賃金体系の

近代化と併行して定年制の延長J r最低賃金制度の整備J r失業保険制度，労

災保険制度の拡充]にまで，言及している。

つまり，労働力流動化政策の見地からみると，農業，中小企業の近代化のた

めの社会資本整備(かんがい施設，道路，共同利用施設など)，職業訓練，学校，教

育機関，医療機関，移動者用住宅，社会保障制度の拡充とその施設など，総じ

て，労働者が，自分の所有または占有する財産から自由になれ国家の提供す

る共同利用財産の単なる利用者となり， Lかも，安固な，安定した生活ではな

くて，能力主義と競争の中でいつでも移動できる態勢に入らせることこそ，労

働力流動化政策というべきではないのであろうか?

この見地からみると，社会資本の充実は，たとえ，民生的，生活基盤的な，

住宅， 教育， 社会保障に関連するもりであったとしてもいちがいに「人間本

位」と評価することは危険なのではないか，という論点もまた提出しうるにも

古~\，、なし、。

さらに，この労働力流動化をおしすすめるための社会資本整備を労働者の貨

幣財産をはきださせたし中流的生活者の住宅などを民間資木の借金奴隷のよ

うな形式で「整備」したりするようなことがもしおとなわれるとすi5ならば，
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この状態は，単に社会費用を労働がどれだけ分担するか，というだけり問題で

はなくて，さらに一歩をすすめ，労働者の賃金と財産をつねに統制して，彼ら

をつねに生存競争の中で不安定な状態におとし入れるという問題が合まれてく

る。すなわち，労働力流動化。手段としての労働者財産の資本による管理と統

制の問題が提起されていることになる。

このようにみるならば社会資本の建設を横粁とした「流動化された労働力の

創出」土 Iつねに彼ら幸子生存競争にさらしてお〈ための労働者財産の社会資

本建設を媒介とする統制」この二つのモメントが，現代の貧困化法則を解明す

る上で一つの重要な問題を提起していると考えられるのである。

新経済社会発展計画は，一方では労働力流動化政策の見地から問題をつかみ

ながら，他方では，人間の生活環境の整備という，一見人間本位な問題をたて

ているようにみえる。しかし， もし，生活環境整備が，高福祉，高負担原則に

もとづ、いて，労働者財産統制と中流生活者層の分解という見地からおこなわれ

るならば，人間本位とは名ばかりで，住民たちは能力主義と差別，生活不安に

おいたてられて「流動化」されるという結果を招きかねないことはいうまでも

ない。 I計画」は低生産部門の近代化については明瞭に，労働力流動化促進の

立場であって，生活基盤確保の観点にはたっていないが，一見生活基盤優先的

にみえる住宅などり整備計画についても実は労働者財産統制政策がもたらされ

るりではないのか? この矛盾はどのように処理されようとしているりかを追

求し，それによって貧困化法則と財政政策の関連の上でどのような新しい展開

がみられるかを理論的に検討してみたいω

JlI 私的消費から社会的消費へ

労働者の生活基盤を資本が破壊するところから生ずる社会的費用を誰が分担

するか， という問題は，すでに述べたように社会資本論を貧困化問題としてつ

かむ場合の重要な理論的指針であった。ところが，資本は生活基盤をーたん破

壊したよで，資本の支配と管理の下に，生活基盤を再構築してみせるのであっ
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て，この過程は，一方では，すでに述べたように労働者の生産と再生産自過程

白資本による掌握であるとともに，他方では I私的消費から社会的消費へ」

という形で，労働者個人目所有または占有する財産から，民間資本または国家

資本の形をとった社会的形態の財産(共同利用財産〕への転化過程でもあった。

新経済社会発展計画ば， 四大重点施策の三番目 C国際的視点にたっ経済の効率

化z 物価り安定，社会開発推進，適正な経済成長の維持と発展基盤の培養〕に社会開発

の推進をあげ「社会開発の今後の方向としては，私的消費にくらべて立遅れの

いちじるしい社会的側面の充実を通じて，国民生活の質的向上をはかり， とく

に，人間尊重の立場にたって」とまえおきして，①住宅，生活環境の整備，②

公害，災害，交通事故対策， ①社会保障の充実などの施策をあげているへま

た， 44年 7月の経済社会発展計画の「補正計画の課題」という標題の総合計画

局の資料は r私的消費から社会的消費へ」という術語を使用しつつ，つぎの

ように主張する。

「生活環境の整備に対する国民の希求は，単なる生活利便にとどまらず，よ

り文化的・善的なものへと高度化しつつある。これに反して，現実は公害を始

めとする生活障害の激化を強〈意識させる段瑠にとどまっている。こり矛盾セ

埋めていくため，充実しτきた国民経済力が私的治会ヵ;-.6社会白I白書量ベ正 6多
:白庁btc6'"告Eあり，生活関連公共施設整備を含め，紅会的富の蓄積士め

ざす施策。強化が必要であろう。」勘〈傍点は引用者〉

「生活関連公共施設」宇「社会保障の体系的整備」は，いずれも，個々の労

働者の個人的財産としての住宅や医療，福祉施設ではな〈て，私的独占や国家

独占の支配下に建設される共同利用財産の形成Eして，とらえられるn これら

の社会的消費が，私的独占中国家独占の経営組織や行財政組織の活動の範囲内

に包含きれることは， 一方の極に 「流動化され， 財産から自由な労働者が形

B) 同上.15ページー (なお総理府白住宅統計によれば日本田市部。持家比率は昭和田年をピ ク

(63'7も〕として年々 低下し.43年には53%になった.総理府統計局「住宅統計調査報告」岨年，第
1巻，全国編.25ペジJ

的 経済企画庁総合計画局編「新経済社会発展計画白全貌」経済企画協会.45年5月.47ベ え
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成」されるーみじ他方の極には，集積され，集中された社会保障関連資金の

プーノレ十，公共住宅や，街路，上・下水道管理などの中央集権的な管理の組織

が形成されてゆ〈ことを意味する。

財政，金融，行政，経営体などのこの一体化した中央集権的組織は，個人所

有の住宅や生活施設をうばわれた「流動化主れた労働者|がもはや個人として

は住宅や生活基盤を手に入れることのできない零細な貨幣所有者の地位に転化

され，一納税者，社会保険基金への掛金の払込み者，一受益者として負担金を

支払うといった立場を生みおとす。彼らの貨幣所有はその額が零細なるが故に，

国家独占や私的独占の資金プールの一部分に編入され，自分たもの支払った金

が，自分たちに対して，資本として作用し元本，利子を回収する立場から，再

び追徴金を払わねばならないという ζ の矛盾によって，労働者の貨幣財産はそ

の大きな部分がますます国家独占と私的独占のからみあった資金プーノレの管理

と統制の下におかれることとならざるをえない。ここに私的消費から社会的消

費への転化の真の意味があると考えられる。

新経済社会発展計画はこの点についてつぎりように述べている。

「計画が目ざす国民福祉の向上をはかるため，国民経済のなかで財政が受け

もつべき分野が拡大するにともない，国民が負担すべき租税，社会保険料等の

負担はある程度高まらざるをえず，この点に関する国民の理解と協力が強く要

請される。すなわち国民が負担すべき「税および税外負担』と『社会保険負

担』の閏民所得に対する比率は，昭和44年度(実績見込み〉の21.2%および 4.3%

から，昭和50年度にはそれぞれ 2%程度高まるものと見込まれる。」叫

ここでは， 租税， 税外負担， 社会保険負担の増大を媒介として社会的消費

が拡大してゆく見通しが語られているが， さらに， これらの資金プーノレの運

用にあたって I金利機能の強化」や「財政資金の効率的運用」などの形で，

民間資本の競争原理を導入し，応益負担，原因者負担の強化をうたってい

る。

10) 注5)に同じo 44-45ベージ@
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こりようにみてくると，私的消費から社会的消費へり転化過程は，労働者の

私的に所有する現物形態での生活関連財産から労働者を引きはな G，零細な貨

幣所有者に転化させた上で，この零細な貨幣を国家行政機構を通じて吸い上げ，

これを独立採算的に運用される資金プーんとして民間資本の参加をみとめつつ，

金利機能や， 効率原則に応じて， 元本と金利を回収し， 労働者の貨幣財産を

二重に(一重は，零細資金の政府機関への集中，も弓一重は，集中された資金に金不IJを

付して回収するために追加負担を強制する〕管理し， 統制することを君、味するであ

ろう。このようにみるならば，社会的費用の発生とその負担の問題というもの

も，単に，労働者の現物形態での財産生活環境を資本が破壊し，その損失額を

自分で支払わずに，労働者自身に支払わせるという問題ではなし労働者の現

物形態での財産，生活環境を資本が破壊し，生活基盤から労働者をーたん引き

はなした上で，零細貨幣所有者に転落じた労働者の零細な貨幣を国家の手に集

中し，資本に転化させ，この資本の経営する共同利用財産の利用者に労働者を

転化させて，労働者の貨幣所得と，貯蓄水準をつねに操作する可能性を拡大す

るという本質をもつものといえよう。

この意味では，社会的費用は，生活基盤を資本によって破壊された地域住民

にとって，社会的損失であって，それは企業なり，国家なりの私人の生活破壊

として弁償されるべき性質のものであり，この弁償が企莱や国家によっておこ

なわれた場合にのみ企業の帳簿や，国家の決算書に記入古れ，現実白費用とし

て計上され，これを前提としてはじめて社会的費用の負担問題が現実化 Fるの

であるo

残念ながら，大部分の場合には，このようにはならず，都市再開発や，過密，

過疎対策が示しているように，社会的費用の支払はおこなわれず，家計の上で

すら損失として記録されず，ある地域令体の切り捨て，ヌクラヴプイr.，と精度

の高い共同利用財産の建設に移行してゆく。新経済社会発展昔|画では r新全

国総合開発計画」によりつづ「地域構造の再編成」を主張し，都市においては，

広域的な行政処理を前提とした工場分散，中枢管理機能の都心への集中，高層
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住宅と都市周辺部における大規模な住宅都市の建設，地方都市と農村の再編成，

離島， 山村では「地域の実情に応じて集落の移転， 統合をも考慮する」山と主

張する。いわば，地域的に，都市と農村の機能を種別化して，それぞれの中心

部分をコ Y ビューターを含む中枢管理機構へと結合すると L、う構怨であり，過

疎部分の統合と切り捨て，過密部分の生産，流通，管理，住宅などの各地域へ

の種別化，再編成にこそ本質があり，この種別化整理統合のための基盤整備基

金乞零細な貨幣所有者にすぎt.f;い労働者や農民から出資させ，この資金に民

間資金を加えて元本プラス利子〔利潤もできれば加えて〕を回収しようというと

ころに問題があるようである。

このよ弓にみるならば，労働力流動化政策と貧困化，財政問題の接点には，

資本による労働者の生活基盤の破壊，現物形態での生活基盤関連財産の破壊が

あり，生活基盤から自由になった労働者が零細な貨幣所有者に転落してゆくと y

行財政機構を通じて零細資金を国家の手に集中し，この集中した資金に民間資

本を加えて資本に転化し，生活基盤関連共同利用財産を建設して，元本と金利

を回収する過程としてあらわれる。

この過程を媒介として，労働者の家計は，国家的な資金のプールに結合され

るとともに二重の意味で，貨幣財産を統制されることになる。すなわち，一方

では，租税，税外負担，社会保険負担の増大による所得統制の範囲の拡大，他

方ではヲ国家的な共同利用財産の単なる利用者となることによって，をの共同

利用財産の元本と金利分を家計の負担において回収可能なものとする， という

二重の意味においてである。

私的消費から社会的消費への転化過程とはまさにこの意味において，貧困化

の理論問題と結びつかざるをえない。

一方の極には国家機構と合体した高度に集中化されたところの巨大な共同利

用財産の形成，他方の極にほ，生活基盤から向由になり，貨幣所得と財産すら

つねに私的独占と国家独占のからみあった資金プールによって統制され，居住

11l 同上c.43-45ベージ。
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地すら地域的に種別化されつつある流動化された労働力，この両極の対立と発

展の中にこそ現代の貧困化法則の一局面を明瞭にみてとることができょう。

IV ナショナJ~ ・ミニマムと受益者負担

生活基盤関連の社会資本を整備するにあたって，労働力流動化政策との関連

で注目すべきことは，どちらかといえば低所得層を対象にしたナジョナノレ・ミ

ニマム的な住宅と，それ以上の水準の〔どちらかといえば中流階級むけ(1))住宅と

を区別し，前者を国が，後者を民間が主体となるよう主張していることである。

経済審議会の社会資本研究委員会が発表した「これからの社会資本」 によれ

』ま，

「新たな『経済計画』の目標年次である昭和50年ごろには，わが国の 1人当

り国民所得は， 3，500ドルの水準に達することとなろう。 したがって， 住宅，

生活環境施設についての国民の要請は，より高度化，多様化の傾向をたどるこ

ととなる。この傾向に対し，園がその実現に責任を負うべきナV ョナノレ 1ミニ

マムとし亡の，住宅，生活環境整備の範囲および水準を，今後基本的に検討し，

明らかにしておく必要がある。 方それを乙えるサーピλρ要請に見合う社会

資本に対しては，極力民間の自主的建設を促進することが望ましい。J12)

また，いう。

「住宅，生活環境施設に関してほ，国民生活の多様化に伴い，多種の要請が

殺到することとなるが，一定水準以上のサービスの要請に対しては，その建設

費用に関連して受益者負担の強化をはかり，あるいは事業の民間への移行世促

進する必要が生じよう。J13)

このように，国がナジョナノレ・ミニマムを確保した上で，さらに追加される

サービスについては，受益者負担を強化してゆく，という考え方は，一面から

いえば，所得水準に応じた生活が多様性をもっていとなめる，ということにな

12) 経済審議会社会資本研究委員会編「ζれからの社会資本」大蔵省印刷局， 45年4月，zヘ ジ.

13) 向上， 6べ -~o
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るが，他面からいえば，貨幣所得の上昇が，ただちに，私的消費へ流れず社会

的消費に強制的に注ぎ込まれてゆくとL、う結果を意味する。これによって中産

階級の生活は，外見的には低所得者上りも上昇したかにみえるが，彼らのわず

か許り高い貨幣所得は，が勺ちりと，社会的消費関連資本の支配の下に管理さ

れ，吸い上げられてゆ〈ことになるのまた.、民間資本がこの部門に導入されて

くれば.住宅産業などが新しい市場開発をおこない，それによって不況局面か

らの私的独占の脱出を援助する一種の安定装置的役割を果たすことになる。

この側面からみるならば，資本による労働者などの生活基盤破壊と貧困化の

進行につれて，住宅産業の市場開発は，ますます急速に拡丈する余地があたえ

られ，土地会社，不動産業の投機的収益はますます拡大する余地があたえられ

ることとなろう。

このようにナショナル・ミニマムの水準をこえると称されるものは，従来，

低負担のものも含めて「再検討」されることになり，中産者層の所得統制がき

わめて弾力的におこなわれることになる。先の「これからの社会資本」は受益

者負担のあり方のまとめでつぎのように結ん己いる。

「受益者負担強化。要請は強いが，社会資本のうち，ヲショヲノレ・ミーマム

に関連するものについては(譲渡所得税および固定資産税の抜本的改訂等による開発

1'1]:益白還元の強化措置を前提とする部分的整理という程度で)， その積極的強化ば，

一般的には期待できない。より高度な+ーピスを提供する施設についてはその

強化の可能性は犬きい。 e<に，とれまで何らかの政策的理由により低負担に

おかれたものについても，一部において再検討が必要である。収益性の強い施

設については，民間事業主体の参加を積極的に考えるべきである。また，新し

い社会建設のため戦略投資においては，民間事業主体の参加が大きく期待され

るが，このような場合には実質的にはほぼ完全なかたちで受益者負担がおこな

われることになるといえる。」凶

完全なかたちの受益者負担が中産者層にとって，何をもたらすかはここでは

14) 向上， 30ベジー
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問わずしてあきらかであろう。

V 生涯教育論と教育費負担の問題

以上にみてきたところからいえば，生活奉盤関連社会資本の建設によ勺て，

労働者の生活と再生産の過程を統制し，貨幣所得と貨幣財産の管理を通じて労

働者に負担を強制してゆくならば，彼らはたえず「生活手段からの自由」をう

けとりながら，はげLい生存競争にさらされてゆくであろう。そして， ζ の生

存競争にうちかっ手段として教育問題が重要な役割を帯びつつ登場するのであ

る。

例えば前に引用した木川田論文は，生涯教育の重要性を強調してつぎのよう

に述べている。

r70年代社会の特質は何かといえば，所得水準の上昇ということが基本とな

って，人聞は多様な価値選択の機会を求めるようになるが， ζ うした多彩な人

間欲求を十分に満たしていきうるような社会をつくり出Lてい〈ことこそ， 白

由な人間性の発露に最も適う社会であることはいうまでもない。

今日，わが国は未だそうした高度選択社会の入l口にようやく到達したという

にすぎないのであって，人間欲求の基本である衣食住をとっても住の面では国

民に満足感を守えるまでになっていない。これを解決するには，まず士地肯IJ度，

地価問題に根本的な英断を加えるべき時に際会しているといわ吉、るをえない。

しかし，人間欲求の充足は，たんなる物質的な側面にとどまるものではなし

かえってこれはどちらかというと低次元な問題であって，より高次元な人聞の

生きる充実感というもbをいかに与えることができるかということこそ， 70年

代日本の社会に課せられた究極の目標とレわなくてはならない。その場合に最

も基本となるものは，各人が，その有する人間能力を最大限に発揮しうるよう

な働く創造の喜びを十分に味わえるような社会を建設することであり，それじ

は現代のように変化が激しく人聞の知識も，劉験も，たちまちにして陳腐化し

かねない時代にあっては生産表音の機会と場をつ〈りだすことも併せ大切なこ



社会資本左労働力流動化財政 (105) 15 

とになって〈る。いうなれば教育の意義が個人の拡充主幸福にとうても非常に

重要なものであるばかりでなし広〈社会全体の進歩にとっても，教育の生産

性効果ということが大きくクローズ・アップされて〈る時代が目前に泊ってき

ているといえよう。」町

このことばを，労働力流動化政策によって個人財産，生活基盤から自由にな

り，国家独占と私的独占のからみあった共同利用財産の単なる利用者として貨

幣所得をつねに統制されている労働者たもの立場から考察するならば，選択機

会の拡大 i嵩E主主決在会」とは，産業構造の激変，技術の資本主義的利用に

よって，たえず熱練や教育の成果をうばいとられ，たえずそれによって生存競

争にさらされている社会であり，インフレや負担金によって，貨幣財産の個人

的蓄積の途をうばわれ，私的消費から社会的消費へとたえず所得と財産の一部

分をふりむけなければ生活できないため，つねにより高い収入を求めて転々と

職場をかえっつ生存競争にさらされている社会ではないり己あろうか?

教育による労働力価値の上昇が，技術の資本主義的利用によってたえず低下

させられ，貨幣財産の個人的蓄積によ市て将来に備えることも許されない労働

者にとって，このきびしい生存競争にうちかっ道が教育機会の拡大でしかあり

えないことはいうまでもないであろう。

しかし， この場合.教育体系が「多様化Jの名の下に種別化され，階級差別

的に編成されているならば，教育の需要の増大は，労働者の生活向上につなが

らず，むLろ差別と選別の手段に転化させられ，階級的差別が固定化されて，

しかも，受益者負担の名の下に教育費の負担が増大l，ますます貧困化のスピ

ードが増大してゆ〈ということになるであろう。

VI おわりに

新経済社会発展計画は，生活基盤関連社会資本の充実を最優先にうちだした

ということで，従来，産業基盤第一主義の社会資本充実政策に対し，やや趨き

15) 木川田，前掲論士， 7-8ベ-:/0
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乞異にするものとうけとられがちである。しかし，その内容をたち入コて考察

してみれば，国民の生活権を擁護し，国民の個人的に所有または占有する財産

を増大させ，国民の文化水準をそれに応じて引き上げるというのではなしむ

しろ逆に，国民の個人所有財産や共同利用財産から国民を切りはなし，零細な

貨幣をはきださせて中央集権的にこれを管理して，国家独占と私的独占のから

みあった資金の運用を通じて国民の貨幣所得と貨幣財産を統制するというのが

本音のようであり，実態に即しているというべきである。この結論は，従来の

社会資本論を媒介とする貧困化論が，資本による労働者の生活基盤の破壊→社

会的費用の発生→この費用の労働者，農民への転嫁とし、う形で典型的に把握し

ているのに対して，つぎのような定式化をもち込むものである。

資本による労働者の生活基盤の破壊→労働者が個人の生活基盤を財産として

所有または占有できない状態の創出→労働者などの零細貨幣所得，貨幣財産の

国家的資金プールへの吸い上げ→民間資本と結合した生活関連部門の施設建設

と地域社会の再編成〔資本への転化〉→元本と金利の回収， 大衆的負担の増大

〈労働者自共同矛周財産。国家による創出)中産者層へり受益者負担。増大→労働

力の流動化と相互の競争白激化→教育による生活権確立の要求→技術の資本主

義的利用による労働力価値の低下と再教育需要の拡大→種別化された教育制度

による差別り固定化と教育費負担の増大。

現代の国家独占はこのようにして私的独占とからみあいながら権力E財力の

結合物として I個人財産や労働者の自治機関に上る財摩形成から昌由な，流

動化されたJ労働者に対立し，彼らの零細な貨幣財産すらこの結合物の管理と

統制の下におかわしぎるをえない。労働者の生活基盤が，彼らの勤労の成果であ

る貨幣財産や現物形態の財産を個人や自治組織の手に集積させ，彼らの生活の

場の安定をもたらす形で建設されるか，それとも，現物形態 貨幣形態いずれ

の形にせ上，勤労の成果を蓄積することを拒否され，貨幣所得がふえてもイ γ

フレで減価するか，または，すぐに何らかのバイプによって圃家の手に吸い上

げられる形で生活基盤が国家独占のからみあったプールの手におもるか，この
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二つの選択は，同遊不可能な問題として，つねに流動化されようとする労働者

たもの前に提起されるにちがいない。労働力流動化財政の理論がこの小論では

触れえなかったイ γフレーγ ョY政策も含めて財政学の新しい分野として考察

される必要があるのではなかろうか?


